
宮津与謝環境組合だより Information

● content

2025.10.28

Vol.9

○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○

●歳入
千円

分担金及び負担金
444,219

使用料及び手数料
19,058

繰越金
23,681

諸収入
90,267

合 計
577,225

提出議案認定の状況

■令和６年度宮津与謝環境組合歳入歳出決算認定（議第６号）…認定

歳入 単位:千円

分担金及び負担金 460,234

使用料及び手数料 18,891

繰越金 29,813

諸収入 91,068

合 計 600,006

歳出 単位:千円

議会費 145

総務費 42,734

衛生費 533,099

公債費 0

予備費 0

合 計 575,978

令和６年度一般会計決算額

令和６年度一般会計決算の内訳

クリーンセンター

宮津与謝環境組合は、１市２町
（宮津市、伊根町、与謝野町）
から排出されるごみを、「宮津
与謝クリーンセンター」におい
て、できるかぎり資源化、減量
化を図りながら、ごみ処理を
行っています。今後においても、
安定したごみ処理を継続してい
きます。
さて、当組合に関連して、令和
５年第１回宮津与謝環境組合議
会が２月21日に開催され、提出
しました６議案が同意、可決さ
れましたのでお知らせします。
（テキストボックスのリンク）

  

津与謝環境組合は、１市２町（宮津市、伊根町、与謝野町）から排出されるご

みを、「宮津与謝クリーンセンター」において、できるかぎり資源化、減量化

を図りながら、ごみ処理を行っています。今後においても、安定したごみ処理を継

続していきます。 

て、当組合は、令和 7年第２回宮津与謝環境組合議会を 10月 21日に開催し、

提出した令和 6 年度決算が認定されましたのでお知らせします。

宮

さ

宮津市分担金
224,741千円

伊根町分担金
22,501千円与謝野町分担金

212,992千円

使用料及び
手数料

18,891千円

繰越金
29,813千円

諸収入
91,068千円

議会費 145千円

一般管理費
42,585千円

衛生費 533,099千円

公平委員会費
9千円

監査委員費
140千円

■歳入 ■歳出

■問い合わせ先：宮津与謝環境組合事務局 0772-46-2111

発行時は→ファイル＞印刷からプリンタを「Microsoft Print to 
PDF」でPDFを作成し保存する。
（面付けの「青線」は不要なので、ホーム＞選択＞オブジェク
トの～を表示にし「■面付けラインと」「■ｽﾗｲﾄﾞﾏｽﾀｰと同じ」
を非表示にする。）PDFのプリントはA4横で70％（インク
ジェット）
編集時に「面付け線」を表示する場合はホームリボン右側の
「選択」から「オブジェクトの選択と表示」を選び のアイコ
ンをクリックすると表示する。

宮津与謝環境組合議会の結果報告
Topics:令和6年度決算認定について

topics

● topics

農薬、除草剤等はクリーンセンターでは処理できませんので、持ち込

まないでください。

必ず販売店等でご相談いただき適切に処理してください。

余ったからといって空き地や水路・河川に流すことは法令違反になり

ますので絶対にやめましょう。

農薬はクリーンセンターでは処理できません！

そのまま!!

■リチウムイオン電池が内蔵されている機器は乾電池などと一緒に

有害危険ごみへ

電子たばこ、スマートフォン、タブレット、携帯電話、ゲーム機、ワ

イアレスイヤフォン、電動歯ブラシ、モバイルバッテリー、電気

シェーバー、充電式掃除機など

■電動工具やデジタルカメラなどのリチウムイオン電池が取り外せる機器の電池
は、セロハンテープなどで絶縁して従来どおり有害危険ごみへ、本体は不燃ご
みへ分別をお願いします。

● 宮津与謝環境組合令和７年第２回10月議会の結果報告
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からの

おしらせ

（面付けの「青線」センター位置

■クリーンセンターの施設を見学してみませんか！ 詳しくはホームページまたは宮津与謝環境組合事務局まで！

■ 議決年月日：令和7年10月21日

宮津与謝クリーンセンター
オリジナルキャラクター

「リーフ」くん

600,006千円 575,978千円

販売店等にご相談ください！！

リチウムイオン電池は有害危険ごみへ！！

クリーンセンターに持ち込まれる集積場所から回収されたごみや、直接持

ち込まれたごみは、メタンガス化施設で処理したり、焼却したり、リサイ

クルするための処理を行いますが、クリーンセンターでは処理できないも

のもあり、これらを「処理困難物」と呼んでいます。

市町から配布されるごみ分別パンフレット等で判断できない場合は、持込

前にご相談ください。

「処理困難物」は販売店又は取扱店にご相談の上、適切に処理しましょう。

「処理困難物」の一例

・農薬、火薬、劇毒物

・塗料、シンナー

・バイク、自動車部品

・タイヤ（自動車、バイク）

・バッテリー、農業機械

・燃料（ガソリン、軽油、灯油、廃油）

・スプリング入りベッドマットおよびソファー

・消火器

・耐火金庫

・注射器、注射針

など
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